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情報通信行政･郵政行政審議会 

郵政行政分科会（第８８回）議事録 

 

 

 

第１ 開催日時及び場所 

令和５年１２月１８日（月）１０：００～１１：０２ 

Ｗｅｂ審議による開催 

 

 

第２ 出席した委員（敬称略） 

谷川 史郎（分科会長代理）、実積 寿也、滝澤 光正、巽 智彦、 

藤沢 久美、三浦 佳子 
（以上６名） 

 

 

第３ 出席した関係職員等 

玉田郵政行政部長、三島企画課長、折笠郵便課長、藤井信書便事業課長 

事務局：坂平情報流通行政局総務課課長補佐 

 

 

第４ 議題 

諮問事項 

郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達に

関する法律施行規則の一部を改正する省令案【諮問第１２４４号】 
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開 会 

 

○谷川分科会長代理 それでは、ただいまから情報通信行政・郵政行政審議会郵政行政

分科会（第８８回）を開催いたします。 

 本日は、佐々木分科会長が校務で御欠席のため、私が議事を進行させていただきます。 

 本日は、ウェブ審議を開催しており、委員７名中６名の御出席予定ですが、現在４名

が御出席いただいており、定足数を満たしております。ウェブ審議となりますので、皆

様、御発言の際はマイク及びカメラをオンにして、お名前をおっしゃっていただいてか

ら、御発言をお願いいたします。 

 それでは、お手元の議事に従いまして、議事を進めてまいります。 

 本日の議題は、諮問事項１件でございます。諮問第１２４４号「郵便法施行規則の一

部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改

正する省令案」について、総務省から説明をお願いいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

○折笠郵便課長 おはようございます。郵便課長の折笠でございます。 

 私から「郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達に

関する法律施行規則の一部を改正する省令案」につきまして、御説明をさせていただき

ます。 

 最初に、資料８ページに改正概要がございますので、御覧いただけますでしょうか。

改正案の背景等につきましては、後ほど説明資料で御説明させていただきますので、こ

こでは２の改正の概要について御覧ください。 

 今回諮問する省令案におきましては、郵便法施行規則第２３条に定める定形郵便物の

料金の上限額及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第２３条に定める

定形郵便物に相当する信書便物の料金の上限額のそれぞれにつきまして、現行の８４円

とされております上限額を１１０円に改正しようとするものでございます。 

 ここから説明資料に基づきまして、御説明させていただきます。 

 １２ページを御覧いただけますでしょうか。郵便料金に関する関連制度等ですが、こ

ちらは現行の郵便法における郵便料金に関する制度等の概要についてでございます。 

 郵便法第３条におきましては、郵便料金に関する料金の原則といたしまして、郵便に

関する料金は、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な

利潤を含むものでなければならないと定められております。 

 また、郵便料金の決定につきましては、郵政民営化に伴いまして、日本郵便株式会社

の自主性をできる限り尊重する制度で、原則として届出制となっております。ただし、

政策的な理由でより低い料金を義務づけております第三種郵便物、第四種郵便物につき

ましては認可制とされているところでございます。 

 また、３つ目の丸でございますけれども、第一種郵便物のうち２５グラム以下の「定

形郵便物」の料金額につきましては、郵便法施行規則におきまして、軽量の信書の送達

の役務の重要性、国民の負担能力、物価等を勘案して上限額を定めることとされており

まして、こちらが先ほど申し上げました現在８４円とされているところでございます。 

 ４つ目の丸でございますけれども、この上限額を定める総務省令を制定・改廃すると

きにつきましては、郵便法第７３条の規定によりまして、情報通信行政・郵政行政審議
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会への諮問が義務づけられております。このため本日諮問をさせていただくものでござ

います。 

 また、資料の一番下でございますけれども、省外の手続も含めました省令改正から料

金の改定に至る全体の流れの概要をお示ししております。 

 本日の諮問後ですが、パブリックコメントの手続を実施いたします。その後、パブリ

ックコメントの結果も含めまして、再度、郵政行政分科会にお諮りさせていただいて御

審議いただきまして、その後、情報通信行政・郵政行政審議会の総会におきましても御

議論、御答申をいただく流れを考えております。 

 その後でございますけども、消費者委員会での審議、それから物価問題に関する関係

閣僚会議の質疑を経た上で、これらの了解をいただきましたら、総務省令を公布・施行

いたします。 

 これに基づきまして日本郵便株式会社から料金改定の届出が提出されまして、利用者

への周知等を経て料金の改定に至る流れを想定しているところでございます。 

 １３ページを御覧ください。郵便法に定めております各種別の郵便料金が適合すべき

条件等についてでございます。 

 前ページで御説明申し上げました内容に加えまして、配達地により異なる額が定めら

れていないこと、定率・定額をもって明確に定められていること、特定の者に対して不

当な差別的取扱いにするものではないことなどが定められているところでございます。 

 また、今回の省令に直接関わるものではありませんが、通常はがきの料金の額につき

ましては、定形郵便物のうち料金の額の最も低いものと定められております。現行で言

いますと、まさに定形郵便物の８４円でございますけれども、これより低く定められて

いるところでございます。 

 １４ページを御覧ください。こちらは現在の郵便に関する種別ごとの主な料金につい

てでございます。青字の部分は今年１０月に料金が改定された部分でございまして、赤

字となっております第一種定形郵便物のうち２５グラム以内のもの、８４円が今回上限

額を定める総務省令の改定の対象となるものでございます。 

 １５ページを御覧ください。郵便物のこれまでの推移に関するグラフでございます。

デジタル化の進展などによりまして、郵便物数は平成１３年度の２６２億通をピークに

毎年減少しております。令和４年度におきましては１４４億通で、ピーク時に比べます

と４５％の減少、年率で申し上げますと毎年約２.８％ずつ減少しており、非常に大き

く減少が続いているところでございます。 

 続きまして、１６ページを御覧ください。こちらにつきましては御参考でございまし

て、種別ごとの郵便物の推移となります。 

 続きまして、１７ページを御覧いただけますでしょうか。こちら、郵便事業の収支の

推移でございます。郵便物数の減少に伴いまして営業収益が年々減少しているところで

はございますが、日本郵便株式会社におかれましては、区分作業の効率化、それから適

正な要員配置の徹底などによりまして、これまでも営業費用の削減に努めてきたところ

でございます。 

 これによりまして、表の上になりますけれども、令和３年度までは郵便事業の収支は

黒字を維持してきたところでございますが、令和４年度におきましては賃金の引上げ、
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それから燃料費等の物価高騰の影響によりまして営業費用が増加に転じまして、結果と

いたしまして令和４年度の損益におきましては２１１億円の赤字となった次第でござい

ます。郵便事業全体の損益が赤字となるのは、平成１９年の郵政民営化以降初めてとな

ります。 

 １８ページを御覧ください。こちら郵便事業における営業費用の内訳でございます。

人件費が６６.４％、集配運送委託費が約８.３％でございまして、この両者で全体の約

４分の３を占めております。また、郵便局窓口営業費の中におきましては、大体４分の

３は人件費でございますので、単純に人件費のみを足していきましても、やはり４分の

３程度を占めている状況でございます。 

 １９ページを御覧ください。物数が減少する中、これまで日本郵便株式会社において

取り組んできた業務効率化の取組、主なものについてお示ししているものでございます。

左上にございますように区分作業の機械化を進めており、現在では全国の約９９.６％

の道順組立ては機械化が完了しております。 

 また、「はこぽす」の設置であるとか、ＬＩＮＥによる再配達の実施などによりまし

て、顧客の利便性の向上を図っておりますほか、システムやデータの活用によりまして

適正な要員配置を徹底するなど、業務効率化を図ってきたところでございます。 

 ２０ページを御覧ください。こちらは利用拡大に向けました、これまでの主な取組に

ついてでございます。日本郵便株式会社におかれましては、手紙文化の振興として、例

えば手紙の書き方体験事業のように年齢層に応じた振興策を実施してきたほか、ニーズ

に応じました新サービスの創設、それからダイレクトメールの振興などにも取り組んで

きたところでございます。 

 続きまして、２１、２２ページを御覧ください。今後の見通しについてでございます。

２２ページが収支に関する今後の見通しでございます。後ほどまた御説明申し上げます

けれども、日本郵便株式会社におきましては、今後も郵便物の利用拡大、それから業務

効率化に取り組んでいくと聞いているところではございますが、２０２３年度以降につ

きましても郵便物数の大幅な減少等が引き続くこともありまして、営業収益は大きく減

少していくことが見込まれております。 

 その一方で、人件費、それから委託費等の増加によりまして、営業費用については増

加することが見込まれておりまして、今後の営業損益の赤字は拡大していくことで、

２０２８年度の見通しといたしましては３,４３９億円の赤字が見込まれているところ

でございます。 

 ２３ページを御覧ください。こちらは、２２ページで御説明申し上げました郵便事業

の収支見通しの算定に当たっての考え方をお示ししたものでございます。営業収益につ

きましては、各年度につきまして物数の見込みに平均単価を乗じたものに物数連動では

ない収益を加算することによりまして、算定しております。 

 このうち物数見込みの見通しの考え方につきましては、次ページ以降に記載しており

ますので、また御説明を申し上げます。 

 また、営業費用につきましては、郵便種別ごとの２０２２年度の費用実績をベースと

いたしまして、下段の表にありますもの、それから、２７ページに後述しておりますが、

営業費用の削減の取組も加味した上で、算定をしたものになっております。 
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 また、下段の表におきましては、特に人件費や集配運送委託費への価格転嫁に関する

今後の増加要因及び各年度におけるそれぞれの影響額について記載しているところでご

ざいます。 

 それぞれの算定の考え方につきましては、注釈に書いているところでございますが、

例えば、期間雇用社員の賃金の上昇率につきましては、今年７月に中央最低賃金審議会

の答申におきまして示されました最低賃金の全国加重平均の引上げ率４.３％を基に増

加率を算定しているところでございます。 

 ２４ページを御覧ください。こちらは今後の物数の見通しでございます。２０２２年

度には１４４億通であった郵便物でございますが、２０２８年度には約１１５億通とな

り、８割弱まで減少することが見込まれているところでございます。 

 ２５ページを御覧ください。２４ページの物数見通しを作成するに当たっての考え方

についてお示ししたものでございます。ある年、ｎ年度における予測物数につきまして

は、（ｎ－１）年度の予測物数から前年度のスポット、ある年度に特別に発生した郵便

需要の物数を除きまして、これに商品別に算定いたしました平均増減率のトレンドを掛

けまして、それにｎ年度のスポットの物数、それからｎ年度の利用拡大策に係る物数を

加えて算定しております。 

 平均増減率のトレンドでございますけれども、原則といたしまして、２０２０年度か

ら２０２２年度の２年間の平均増減率を適用しております。これは、デジタル化や直近

の事業環境を適切に反映することができることと、日本郵便株式会社が事業計画、もし

くは日本郵政グループの中期経営計画の策定におきましても同様の考え方で試算を行っ

ていることから、この期間の平均増減率を原則として適用しているところでございます。 

 一方で、注釈にございますように、例えば通信教育のような第四種郵便物でございま

すけれども、コロナの影響で一時的に非常に需要が急拡大したもの、あるいは広告郵便

物のように、逆に経済活動の形態によりましてコロナ禍で激減したものなど、コロナ禍

の影響を受けたことが明白な種別の郵便物につきましては、例外的にコロナ禍の影響が

ない平常値のトレンドを適用する考え方を取っているところでございます。 

 また、例えばスポットの考え方のところでございますけれども、自治体が出します選

挙の入場券であるとか、ワクチンの接種券といった特定の年度に発生するような特別な

郵便需要でございますスポットにつきましては、それぞれの差し出し傾向を踏まえて見

通しを策定しているところでございます。 

 ２６ページを御覧ください。今後も日本郵便株式会社におきましては、郵便物の利用

拡大に取り組むこととしておりまして、今後の新たな取組について主なものを取りまと

めたのが、こちらとなります。 

 例えばですけれども、項目の上から３つ目でございますが、主として法人顧客を念頭

にいたしまして、森林保全につながるＦＳＣ認証紙を使用した年賀状をＰＲすることな

どによりまして、年賀状の減少トレンドの抑制を図る。また、４つ目でございますけど

も、トレーディングカードなどの送付の需要増に対応するために、郵便書簡に関する

サービスの改善などにも取り組んでいくこととしております。 

 ２７ページを御覧ください。こちらは、日本郵便株式会社が営業費用の削減のために、

今後、これまでも含めて取り組んでいく業務効率化策についてでございます。これまで
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も行ってきましたＩＣＴを活用した要員配置の適正化であるとか、区分作業の機械化を

今後も推進していくとともに、今後、再配達の削減であるとか、輸送ＤＸによる運送ダ

イヤの効率化などに取り組みまして、営業費用の一層の削減を図っていくこととしてお

ります。 

 ２８ページを御覧ください。こちらは郵便事業の収支の変動要因につきまして、

２０１６年度から２０２２年度と２０２２年度から２０２８年度を比較したグラフでご

ざいます。 

 ２０１６年度から２０２２年度の間におきましては、収益が８６８億円の減少、費用

が５２８億円の減少となり、全体といたしましては、この期間で３３９億円の営業利益

が減少となっております。 

 このうち収益減の８６８億円減の中には郵便物数が３３億通減少したことによる収益

減がある一方で、資料中、左の真ん中下ぐらいに書いておりますけども、２０１７年、

２０１８年にかけまして第二種郵便物であるはがきの料金改定をやっておりまして、こ

のときによる収益増１,７００億円ほども含まれてございます。 

 また、この期間の営業費用の減である約５２８億円には、適正配置によるものに加え

まして、２０２１年からの土曜休配などによる人件費の減なども含まれたものとなって

おります。 

 また、右側の２０２２年度から２０２８年度の収益の減につきましては、郵便物数が

約２９億通減少することで、２,３６６億円の営業利益の減の見通しとなっております

し、営業費用の８６２億円につきましては、資料中、左下の四角で囲っている部分にあ

りますように、先ほど御説明申し上げました業務効率化による減がある一方で、賃金引

上げによる人件費増であるとか、価格転嫁による集配運送委託費の増などが影響してい

るところでございます。 

 ２９、３０ページについてですが、ここから料金の見直しについての考え方について、

御説明をさせていただきます。 

 まず、３０ページでございますが、これまでの第一種、第二種郵便物の主な料金の変

遷についてでございます。省令において料金の上限を定めております第一種郵便物のう

ち２５グラム以下の定形郵便物につきましては、消費税増税に伴う改定を除きますと、

平成６年（１９９４年）の改定以降、ほぼ３０年間にわたりまして料金が据え置かれて

きたところでございます。 

 また、吹き出しで書いておりますけれども、平成６年における郵便料金全般の見直し

を行った際、それから平成２９年、平成３０年に第二種郵便物の料金の見直しを行った

際には、料金改定後３年間は赤字が生じない考え方に基づきまして、料金額の改定を行

ってきたところでございます。 

 ３１ページを御覧ください。検討に当たっての考え方と方向性をまとめたものでござ

います。 

 まず、基本的な考え方といたしまして、郵便事業は、全国２万４,０００の郵便局ネ

ットワークを通じまして、あまねくサービスを提供しております。これによりまして、

国民生活の向上であるとか、社会経済の発展に貢献してきているものでございまして、

今後もその役割を果たしていくことが必要であると考えております。 
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 見直しの必要性等のところにまいりますけれども、一方で、先ほど申し上げましたよ

うに、郵便法第３条におきましては、「郵便に関する料金は、郵便事業の能率的な経営

の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない」と

規定しておりまして、郵便事業の中で収支のバランスを図る制度になっております。こ

れは、例えば、ゆうパック等の郵便事業以外の収支については別に検討する必要がござ

います。 

 また、２つ目の丸でございますけども、日本郵便株式会社におきまして利用拡大、あ

るいは料金見直しに取り組んできたところでございますが、社会全体のデジタル化が進

む中で郵便物数は、今後もやはり大きな減少が見込まれる。これに伴いまして、郵便事

業の営業収益は減少傾向が継続すると見込まれるところでございます。 

 ３つ目の丸のコスト面でございますけれども、これまでも業務効率化の取組などを行

いましてコスト削減を図ってきたところでございますが、賃金の引上げであるとか価格

転嫁などにつきましては、今後も継続的に行っていく必要があるところ、人件費等が営

業費用のおよそ４分の３を占めております郵便事業におきましては、営業費用が大きく

増加しつつありますし、直近で大きく減らしていくことは難しい状況にございます。 

 下から２つ目の丸でございますけれども、今後も日本郵便株式会社におきましても、

もちろん利用拡大であるとか、デジタル活用による業務効率化を一層推進することはや

っていくものでございますけども、それらに取り組んだといたしましても、やはり営業

損益の見通しは非常に厳しく、郵便事業の安定的な提供を継続するためには、早期に郵

便料金の見直しが必要であると考えているところでございます。 

 一番下の丸でございますけども、家計への影響ということで、補足的に申し上げます

と、郵便料金の見直しにつきましては、冒頭申し上げましたようなスケジュールを想定

しますと、最短でも来年の秋頃になるだろうとの見込みでありまして、令和６年の後半

から令和７年にかけましては、消費者物価指数全体として伸び率は低下していくとの見

通しでございます。 

 また、郵便料金が家計の消費支出に占める割合は全体の約０.１％で、今回の郵便料

金値上げが家計に与える影響は、あまり大きくはないと考えているところでございます。 

 続きまして、３２ページを御覧ください。これは、今ほど申し上げました消費者物価

指数の見通しについての日銀やエコノミストによる見通しでございまして、３３ページ

のほうは、家計調査結果における郵便料が占める割合についての参考資料でございます。 

 ３４ページを御覧ください。こちらが、今回諮問する総務省令改正に当たっての考え

方でございます。 

 資料一番上の丸につきましては、先ほど申し上げましたように、２５グラム以下の定

形郵便物の料金につきましては上限を定めているとされているところでございます。 

 ２つ目の丸でございますけれども、この上限を定める省令を定めるに当たりましては、

「軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担

能力、物価その他の事情を勘案して定める」こととしております。今回の料金改定に当

たりましては、郵便事業の中で収支のバランスを図る必要がある一方で、利用者に与え

る影響などを考慮いたしますと、可能な限り値上げ幅を抑える必要があると考えている

ところでございます。 
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 このため、これまでの料金改定に当たりましては、改定後３年間は郵便事業の黒字を

維持するとの考え方でございましたが、これを見直しまして、経営状況に応じましてよ

り短期間に再度の料金の見直しも検討することを念頭に、最小限の値上げ幅とする考え

方を原則として考えております。 

 この考え方の下で、総務省令において定めます定形２５グラム以下の郵便物の料金の

上限額の上げ幅につきましても、先ほども御説明申し上げました国民生活に果たす役割

の重要性であるとか、国民の負担能力、物価なども勘案いたしまして、必要最小限の値

上げ幅とするものでございます。 

 具体的には、３６ページを御覧ください。仮に最短で令和６年の秋に料金の値上げを

行った場合、値上げの影響が通年で発生いたします令和７年度におきまして、郵便事業

の収支が黒字化する最小限の値上げ幅とするとの考え方を取っておりまして、かつ利用

者にとって分かりやすい料金とすることを考えているところでございます。 

 ３４ページに戻っていただきまして、こういった考え方に基づきまして、料金の上限

額につきまして、現行の８４円から１１０円に改定しようとするものでございます。 

 それから、下の料金改定の全体像のところでございますが、総務省令で定めますのは、

あくまで２５グラム以下の定形郵便物の料金の上限額でございまして、実際の料金につ

きましては日本郵便株式会社からの届出等が出て初めて決まるものでございます。 

 ただ、現時点におきまして、日本郵便株式会社が想定している主な料金の改定額が下

段のところになります。省令で上限額を規定いたします第一種郵便物の２５グラム以下

の定形郵便物につきましては、上限どおりの１１０円、２６円の値上げを想定している。

また、届出制でございます５０グラム以下の定形郵便物につきましては、これまで

２５グラム以下の郵便物よりも高い料金でございましたが、顧客ニーズを踏まえたサー

ビス改善の一環として、２５グラム以下の料金と統合いたしまして、１６円値上げの同

じく１１０円にする。また、第二種郵便物のうち、通常はがきにつきましては、２２円

値上げの８５円とすることを想定でございます。 

 そのほかでございますけども、定形外郵便物であるとか特殊取扱等につきましては、

第一種郵便物の２５グラム以下の引上げ率を参考にしまして、約３０％の値上げ率を基

本に考えてございますが、レターパックとか速達などの一部郵便物につきましては、利

用者利便性の観点からより低い値上げ率を想定していると聞いております。 

 また、一番下の※でございますけれども、第三種、第四種郵便物及び今年１０月に料

金改定を行いました書留等につきましては、料金の据置きを想定していると日本郵便株

式会社から聞いているところでございます。 

 ３５ページは、料金につきまして、委員限りの資料でございますので、御参考に御覧

いただければと思います。 

 ３６ページでございます。先ほども若干参照させていただきましたが、郵便料金の見

直しを行わなかった場合と行った場合の郵便事業の収支の見通しでございます。 

 郵便法第３条におきましては、郵便事業の中で収支のバランスを図ることが必要とさ

れていることから、先ほど日本郵便株式会社で想定していることを申し上げました郵便

料金全般の見直し額を前提にいたしまして試算をしたものでございます。 

 その一方でございますけれども、２５グラム以下の定形郵便物の上限額につきまして
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は、国民生活において果たしている役割の重要性であるとか国民の負担能力、物価その

他の事情を勘案して定めることとされておりまして、今回の上限の検討に当たりまして

も国民への影響等も勘案いたしまして、上限額の上げ幅についても最小限のものとする

考え方の下でつくっているものでございます。 

 繰り返しになりますけども、今後につきましては、経営状況に応じてより短期間に再

度の見直しを検討することも念頭に置きまして、上限額の見直し額の案を策定したもの

でございます。この場合につきましては、先ほども申し上げましたように令和７年度に

おきまして６７億円の黒字となる見通しの試算でございます。 

 ただ、注釈にもありますし、繰り返しにもなりますけども、あくまでこの試算は、現

時点におきまして上限額が１１０円になった場合、日本郵便株式会社が想定しておりま

す料金額を前提に算定したものでございまして、実際の料金額につきましては届出を受

けて初めて確定することになります。 

 ３７ページは、御参考としての委員限りの資料でございます。 

 ３８ページですけれども、今回の値上げを行わない場合、それから行った場合の郵便

の通数の見通しでございます。 

 ３９ページに考え方がありますが、値上げを行った場合につきましては、値上げを行

わない場合に比べますと２.７億通、物数が減少する見通しでございまして、３９ペー

ジがその考え方でございますが、郵便の種別ごとに過去の値上げの際の物数の変動から

推計いたしました価格弾性値に基づきまして、今回の料金の改定があった場合にどれだ

け物数の押し下げ効果があるかを算定したものとなっております。 

 ４０ページを御覧ください。こちらは、諸外国における郵便料金の変遷と今回の我が

国における見直しを比較をしたものでございます。 

 日本の２５グラム以下の定形郵便物に相当する各国における封書の基本的な郵便サー

ビスにつきまして比較したものでございまして、前回、定形郵便物の２５グラムの値上

げを行いました平成６年（１９９４年）から今年（２０２３年）までの各国における料

金の上昇率、値上げ回数を比較したものでございます。日本に比べますと、各国ともに

値上げ回数、料金上昇率ともに高い値になってございます。 

 また、表の下の欄でございますけども、今回の値上げ後の１１０円につきまして各国

の料金と比較いたしますと、単純な為替レートでの円換算で申し上げますと、日本の

１１０円は米国に次いで安い水準でございますし、購買力平価のベースで見ましても、

ほぼ中位で、今回の値上げを行ったとしても、国際的に見て改定後の料金は決して高い

ものではないと考えているところでございます。 

 ４１、４２ページは参照条文ですので飛ばさせていただきまして、最後、４３ページ

でございます。今回の検討の背景的な話でございますが、日本郵便株式会社からも順次

ヒアリングもさせていただいたところですけども、郵便サービスの安定的な提供を維持

するために郵便料金の早期引上げが必要であることから、定形郵便物の上限額を定める

総務省令の改正を求めることにつきましての要望書も提出されておりますので、御参考

までに添付させていただいております。 

 以上、非常に駆け足でございますが、郵便法施行規則部分の改定に関する説明を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 
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○谷川分科会長代理 どうもありがとうございました。 

 ただいまの説明について、御意見、御質問がございましたら。 

○折笠郵便課長 谷川分科会長代理、申し訳ございませんが、信書便事業課の説明もお

願いさせていただいてよろしいでしょうか。 

○藤井信書便事業課長 信書便事業課長の藤井でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 資料４５ページ以降が、いわゆる信書便法の施行規則の一部改正についての資料でご

ざいます。信書の送達の分野におきまして民間事業者の参入を認める規律といたしまし

て信書便法がございますけれども、こちら施行されて２０年経過しておりますが、御案

内のとおり、こちら大きく２つのカテゴリーとして、一般信書便事業と特定信書便事業

がございます。 

 一般信書便事業が郵便と同様、全国あまねくサービスを提供する事業。一方で特定信

書便事業は、分野を限定してより高付加価値なサービスを提供する事業としてのカテゴ

リーになっております。 

 今回は、そのうち前者の一般信書便事業につきましての諮問内容となります。この一

般信書便事業につきましては、信書便法第１６条１項の規定に基づきまして、一般信書

便役務に関する料金を定めまして、総務大臣に届け出なければならないことになってお

ります。 

 また、同法第１６条２項２号によりまして、一般信書便役務に関する料金のうち、大

きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合する信書便物であって、その重量が２５グ

ラム以下のもの、郵便で言うところの定形郵便物ですけれども、こちらの料金額につき

ましては、郵便と同様、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割

の重要性ですとか国民の負担能力、あと物価その他の事情を勘案して、上限を総務省令

で定めるということになっているところでございます。 

 この上限規制の対象となります２５グラム以下の信書便物の料金額の上限を定める総

務省令を制定・改廃するときには、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問することとな

っております。 

 この後のプロセスも郵便と同様でして、審議会から答申をいただいた後は消費者委員

会への付議、あと物価問題に関する関係閣僚会議の付議が必要とされていて、これらの

会議を経た上で総務省令の公布・施行がされるところでございます。 

 ただ、御案内のとおり、現時点では、一般信書便事業に参入しておられる事業者はお

られませんので、こちらの手続といたしましては、この総務省令の公布・施行までとな

ります。 

 続きまして、４７ページを御覧ください。一般信書便役務に関する料金は、料金が適

合すべき条件といたしましては、第一種郵便物の料金と同等の条件に適合すべきものと

なっております。 

 届出・認可の別は、一般信書便役務も届出制になっておりますし、料金の上限ですと

か、その他の考え方につきましても、基本的には第一種郵便物と同等の基準が定められ

ているところでございます。 

 この信書便法の施行以来、２５グラム以下の信書便物の料金は、先ほどの繰り返しに
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なりますけれども、軽量の信書の送達の役務は、国民生活において果たしている役割の

重要性ですとか国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して、２５グラム以下の定形

郵便物の料金と同額を上限額として設定してきたところでございますので、今回の省令

改正におきましても、現行の省令では８４円と規定されているものを１１０円とさせて

いただきたいとの諮問内容となります。 

 ４８ページ及び４９ページは参照条文ですので省略させていただきます。 

 ５１ページが一般信書便事業と郵便事業の制度比較になりますが、個別の説明は割愛

させていただきますけれども、一般信書便事業も郵便同様、全国あまねくサービスを提

供するという内容になっておりますので、同等の制度設計となっております。 

 ５２ページ以降ですけれども、こちらは今回の諮問とは直接関係ありませんが、前回、

１１月２９日の郵政行政分科会で特定信書便事業の許認可について諮問させていただい

た際に、特定信書便事業に関する御質問を委員の皆様からいただいたものですから、特

定信書便事業の現状について幾つかデータを５２ページ以降でお示ししているものでご

ざいます。個々の説明については割愛させていただきます。 

 簡単でございますが、私からの説明は以上でございます。 

○谷川分科会長代理 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいま２つの御説明につきまして、御意見、御質問がございましたら、

チャット機能にてお申し出ください。よろしくお願いいたします。 

 それでは、実積委員、お願いいたします。 

○実積委員 ２件あります。前半は郵便事業に関する質問、後半は信書便事業に関する

質問です。まず、郵便事業ですが、３６ページのグラフを見ると、今回の値上げ、上限

額を上げることによって、２０２５年にはプラスになるけれども、ほかの年度に関して

はマイナスになっているのが少し気になります。 

 今回の郵便法で決めるのは上限価格なので、日本郵便株式会社が決めるのは、この上

限価格よりも下回る価格を決めることになると思います。そうすると、収支の見通しは、

３６ページにあるものが多分上限であって、実際には、これよりも低くなる可能性が高

いと考えております。 

 一方、郵便法第３条の規定を見ると「郵便に関する料金は、郵便事業の能率的な経営

の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない」と

されています。利潤に関しては、国民生活の影響を考えてゼロもあるかと思いますが、

少なくとも適正な原価を償う水準であることが必要ではないかなと思います。 

 そうすると、収支見通しがマイナスになる、郵便事業に関して、２０２５年度だけは

プラスですけど、それ以外のところはマイナスになる点が、法律の趣旨との関係でどう

なるのかを少し御説明いただきたいことが１つ目の質問になります。 

 ２つ目ですけども、信書便法の関係ですけども、信書便についても、郵便法上の上限

と同様に設定することが今回の御提案内容になっています。郵便事業と一般信書便事業

の業態が必ずしも同じであるとは言えないですが、郵便事業において１１０円の価格設

定が恐らくかなりぎりぎりのところをついておられると思われ、１１０円だと一般信書

便事業者が余裕を持って商売ができる状況ではなく、財政的にぎりぎりの水準ではない

かと思っています。 
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 一方、法律を見ますと、同法第１条に「この法律は、民間事業者による信書の送達の

事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることに

より」とされていまして、一般信書便事業者が商売できるというか、しっかり参入が起

きて、利用者は選択の機会の拡大を図ることが目的となっています。 

 恐らく、信書便市場を開放したことによって、実際に長期的に商売を行える事業者が

入ってくることを前提で、この法律は運用されるべきと思っていますけども、今回の御

提案の水準であると、なかなかそれは厳しそうだなと感じます。この料金水準では、一

般信書便事業者が実際に入ってきたときに、ビジネスとして、きちんと長期的にサービ

スをするには上限額として厳しそうだと思いますけれども、その辺りのことはどのよう

に考えておられるのか、以上２点をお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○谷川分科会長代理 どうもありがとうございました。 

 今の２点につきまして、折笠郵便課長、藤井信書便事業課長、それぞれ御回答いただ

けますか。 

○折笠郵便課長 ありがとうございます。１点目の郵便料金について、御回答申し上げ

ます。 

 まず、実積委員がおっしゃっていた内容に関係いたしまして、今回諮問いたしており

ます省令案が２５グラム以下の定形郵便物に関する料金の上限額の省令案でございまし

て、基本的には、その他のものにつきましては、届出で日本郵便株式会社が料金を自由

に設定できるところがございます。 

 その上で、説明の繰り返しになる部分もございますけれども、今回の料金の見直しに

あたりましては、国民への負担なども考えまして必要最小限の料金の上げ幅にしている

状況でございます。 

 今後につきましては、日本郵便株式会社の経営状況であるとか今後の見通しなども踏

まえまして、従来よりも短期間に再度の見直しを行うことも念頭にやっていくことでご

ざいまして、いずれにしましても、引き続き郵便法の規定に適合するように、日本郵便

株式会社とも連携しながら必要な対応を行っていく必要があると考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○藤井信書便事業課長 信書便課長の藤井でございます。実積委員の御質問の後段の部

分について、お答えをいたします。 

 まず、先ほどの私の説明の繰り返しになりますけれども、一般信書便役務におきます

２５グラム以下の信書便物につきましても、これは郵便と同様、軽量の信書の送達の役

務は、国民生活に果たしている役割の重要性ですとか国民の負担能力、物価その他の事

情を勘案して、これまでは２５グラム以下の定形郵便物と同じ上限額を設定してきた経

緯はございます。 

 実積委員から御指摘いただきました観点、今後の一般信書便事業者が参入してきたと

きの言わば郵便との競争政策的ないろいろな観点を認識しての御発言ですが、こういっ

た御指摘、大変重要な御指摘であると認識しておりますけれども、一方で、２５グラム

以下の信書の送達の基本的な役務につきまして、これを国民に安価に提供することが、
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信書の送達事業全体における政府としての重要な政策目的であるだろうと認識しており

ます。 

 これは当然、郵便、一般信書便両方に共通するものでありますし、また利用者から見

たときに分かりやすさといったところも考慮して、今回、一般信書便役務における料金

の上限額につきましても、郵便料金と同じもので諮問させていただいているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○谷川分科会長代理 どうもありがとうございました。実積委員、よろしいでしょうか。 

○実積委員 ありがとうございます。前者に関しては、日本郵便株式会社のサービスが

国民生活に与える影響というか、国民の利便に与える影響を考えていくと十分理解でき

るところだと思います。 

 その上で、現状が郵便法第３条を満たすかどうかは、完璧にクリアではないと思いま

すが、見直しを適宜されることで、日本郵政株式会社も今後努力して、恐らく需要を増

やすような努力とか、あるいはもっと合理化を進める努力をされることなので、引き続

き、この審議会で継続的にウオッチしていくことで了解いたしました。 

 また、信書便についても、様々な目標がある、安価に信書便サービスを使えるように

する政策的な目標もあれば、競争事業者の参入を可能にする目標もあって、様々なト

レードオフがあると思いますけれども、総務省側の考え方は理解します。ありがとうご

ざいます。 

○谷川分科会長代理 それでは、巽委員、お願いいたします。 

○巽委員 ３６ページの上から２つ目の丸印の内容ですけれども、ご説明いただいた中

身を確認させていただきたく思います。郵便法第３条に鑑みて「２５グラム以下の『定

形郵便物』以外も含めた郵便料金全般の見直しを前提に算定」と書かれておりますが、

ここで前提にしている「郵便料金全般」というのは、結局のところ、３４ページに挙げ

られております、例えば、５０グラム以下の料金を１１０円にするとか、第二種を

８５円にするとか、現状、日本郵便株式会社の想定されている料金体系全般のことで、

それを前提に算定すると３６ページのグラフになる、そういう理解でよろしいでしょう

か。 

○折笠郵便課長 御理解のとおりでございまして、３４ページの下段で日本郵便株式会

社が今想定している料金改定を全体として勘案した結果、このグラフになるものでござ

います。 

○巽委員 なるほど、ありがとうございます。 

 そうしますと、先ほど実積委員がおっしゃっていた最初の論点に関係するのですが、

確かに郵便法第３条では、郵便料金全般は「能率的な経営の下における適正な原価を償

い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない」となっておるところ、今回、答

申の対象になっております２５グラム以下の定形郵便物についてのみ上限額を決めるこ

とになっていて、その意味は、御説明にもありましたが、２５グラム以下の郵便物は、

国民生活の上でとりわけ必要不可欠な役務であるので、その料金の上限を定めるに当た

って、収支相償の観点よりは、国民生活における重要性ですとか、負担能力等々を優先

してみることで、値上げ額は最小限にすることになるのだと思います。私は答申の内容
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としては、今回の値上げ幅に結論としては賛成しますが、そうすると、このグラフにあ

るように、日本郵便株式会社が現状想定している値上げ幅では、先ほど実積先生おっし

ゃったように郵便法第３条を満たす状況になるのかが疑わしい状況になる。 

 そうすると、この後、日本郵便株式会社では、３４ページで想定されている値上げ幅

で本当に足りるのかという点を、２５グラム以下の部分以外のところについて、もう一

度検討していただくことが必要になるのだろうと思います。これも実積委員がおっしゃ

ったことですけれども、これまでかなり取り組んでこられた業務の効率化ですとか、そ

ういった辺りのさらなる検討に加えて、例えば既存のいろいろな割引サービス、例えば

１９ページに挙げていただいております区分作業の機械化ですとか、その他業務のＩＴ

化、ＤＸ化が進展したことによって、現状の割引制度を見直す必要がないのかとか、料

金に関連する制度全般を見直していただくことが日本郵便株式会社でさらに必要になる

と理解しております。今後、またこまめに２５グラム以下の郵便料金の値上げについて、

この審議会で議論することには賛成ですが、こまめに議論する前提として、やはり、こ

の部分以外のところを見直して郵便法第３条を満たしていただくように、日本郵便株式

会社でいろいろお考えいただくことも必要だと思います。この審議会の役割という点か

らは、今回の答申には賛成しますけれども、全般的には今のようなことを念頭に置いて

進めていただきたいなと思っているところです。 

 以上です。 

○谷川分科会長代理 総務省、いかがでしょうか。 

○折笠郵便課長 ありがとうございます。今おっしゃられましたように、２５グラム以

下の定形郵便物につきましては、特に重要性があることから、通常の郵便料金に加えま

して、上限の規制であるとか、その際の法令要件などが決まっているところかと思いま

す。 

 その上で、先ほどの実積委員のお答えのときにも申し上げましたけれども、もちろん

日本郵便株式会社におかれましても業務効率化であるとか、適正な料金について一層検

討していただく必要があると思っているところでございますし、総務省といたしまして

も、これまでよりもより短期間での料金見直しも念頭に必要な対応はやってまいりたい

と思っているところでございます。 

 以上になります。 

○谷川分科会長代理 ありがとうございます。 

 それでは、三浦委員、お願いいたします。 

○三浦委員 ありがとうございます。法を守りながら全ての人に、との御趣旨も通じま

した。確認ですが、この後、パブコメをして様々な御意見を聞きながら、消費者委員会

も通じて、その後、また審議して決めるとのことですが、仮にですが、例えば今回の値

上げに関して定形郵便物はこの値段ですと決まると、おのずと３５ページの委員限りの

日本郵便株式会社が想定する料金改定の一覧表にある想定金額で、ほぼ全部このとおり

に決定されるということでしょうか。 

 例えば、レターパックは、今使われている方がとても多いと思います。宅配便よりも

安く、記録も残せて、便利で、よく使われていて、こちらも上がるのですよね。そうす

ると、宅配等料金全部にかかってくる値上げということですね。 
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ここが決まれば、定形外郵便とか、第二種、第三種、第四種も全部含めて、想定一覧の

表のようになるということでしょうか。 

○折笠郵便課長 今の御質問の点でございますけれども、あくまで総務省令で今回諮問

させていただいておりまして、最終的には省令で決めますのは２５グラム以下の定形郵

便物の料金額の上限でございます。実際の料額につきましては、２５グラム以下の定形

郵便物もですし、それ以外のものも含めてですけれども、日本郵便株式会社からの届出

によりまして実際には額が確定することになります。 

 この委員限りの資料でお示ししておりますのは、現時点におきましては日本郵便株式

会社として考えているものではございますが、これが今の時点で確定したものかといい

ますと、そういうわけではありませんで、あくまでも実際に届出を行うときの状況を鑑

みて、日本郵便株式会社で考えられた上で届出をされてくることになるかと思いますの

で、実際の届出があった金額が実際の郵便料金の額になります。 

 なので、あくまで、この３５ページは現時点での想定でございますが、もちろん試算

の前提となっておりますので、一定の確度を持った上で作っていただいているものでは

ございますが、これが絶対にこの額になるものではございません。 

 また補足的に申し上げますと、今、三浦委員のおっしゃっていただきましたレターパ

ックの話でございますけども、３４ページの資料の下に書いてありますけども、まさに

三浦委員がおっしゃられましたように、レターパック等、ニーズが高いこともありまし

て、利用者利便の観点から値上げ率を抑えることなどもやっていきます。 

 念のため補足的に申し上げましたレターパック、これも今、この料金の中に書いてあ

ることからお分かりになるかとは存じますけれども、これも郵便の一部の扱いでござい

ますので、念のため補足的に申し上げます。 

 以上でございます。 

○三浦委員 ありがとうございました。もしかしたら、これより上がる可能性ももちろ

んあるし、下げられる可能性もあるけれど、現段階の想定はこういう形とのことで理解

しました。 

 消費者側からの意見としては、もうこの状況だと致し方がない、納得しましたと簡単

に一言で言って良いかどうかの迷いは当然あります。人によっては、たくさんお便りを

使われている方々もいらっしゃるので、値上げしていない期間が長いとはいえ、３１％

のアップ率は、国民感情からすると、やはり非常に大きい。 

 海外と比べても安いと言われれば、確かにそうだなとは思いますが、今後、様々なパ

ブコメが出てくることでしょう。感覚は人それぞれでしょうが、やはり３割アップは大

きいなと思われる人達がいらっしゃるだろうと想像はできます。とはいえ御事情は把握

いたしました。御説明ありがとうございました。 

 以上です。 

○谷川分科会長代理 どうもありがとうございました。 

 それでは、藤沢委員、お願いいたします。 

○藤沢委員 ありがとうございます。御説明もありがとうございます。 

 今回の料金の改定につきましては、昨今の社会環境を考えると、これは賛成するもの

であると考えております。しかしながら、実積委員や巽委員が御指摘された点について



 16 

は、私も全面的に賛同を申し上げたいと思っております。 

 特に巽委員が御指摘されていたように、２５グラム以外のほかの部分で、さらなる努

力、検討が必要であるというのは全くそのとおりであると思いますし、資料の中にも今

後数年間にわたって、郵便では効率化の御尽力をされるとありますが、ただ海外の郵便

のデータを見ていても、やはり郵便は減り、増えているのは小包、一部のダイレクト

メール的なものは増えているようですけれども、全体的に郵便は減っていっていますし、

日本国としてもデジタル化を進めると総理が発言をされている中で、どのように考えて

も、郵便物は、特に公的なものから発送される郵便物は、国がデジタル化の旗を振れば

想定以上に減る可能性はあると考えると、やはり抜本的にどう考えていくかは議論する

必要があると思います。 

 特に、国がデジタル化を進めることの影響を受けるのであれば、やはり総務省のお立

場であれば、総務大臣はデジタル化も所管されているわけでありますので、そこの方向

性はしっかりと、また総務省を代表される人が発言をなさり、その流れに対して郵便事

業も、共に国の目標を一緒に協力しながらどう進めていくのかを発信していただく必要

があると思いますし、その移行期間には国がある程度の支援をすることも、もしかした

ら必要かもしれないとの意味で、そういう御検討もしていただく必要があるのではない

かと思います。 

 もう一つ最後に申し上げたいのは、今回は、まめに状況を鑑みて価格の改定を行って

いくとありますが、まめに改定を行うことによる事務コストであるとか、消費者、また

郵便局で労働されている人々の手間、情報の周知、こういったもののコストも非常にか

かると思っておりますので、こまめにやることが必ずしもよいことであるとも思えない

のではないかと思います。 

 したがって、サステナブルに郵便事業を行っていくための郵便料金は一体どのように

考えるべきなのかは、今後引き続き議論していただきたいと思います。 

 以上です。 

○谷川分科会長代理 ありがとうございました。 

 総務省、何かコメントございますか。 

○折笠郵便課長 ありがとうございます。おっしゃるとおり社会全体でデジタル化がど

んどん進んでいる中で、郵便物数の減少は今後もどんどん引き続いていくことを想定し

ているところでございます。 

 藤沢委員がおっしゃっていたように、郵便のサービスを安定的・継続的に提供、その

提供を確保していくためにどういう方策が必要かにつきましては、今後、総務省といた

しましても検討してまいりたいと考えております。ありがとうございます。 

○谷川分科会長代理 どうもありがとうございました。 

 私も個人的に海外で郵便を使うことありますが、日本の郵便システムのクオリティー

はすばらしいなと思いつつも、やはり安定的に運営できるような価格も重要だろうと考

えております。 

 ほかに追加で御質問なり、コメントのある人はいらっしゃいますか。あればチャット

でお示しください。よろしいでしょうか。 

 それでは、本件につきまして、当審議会の議事規則第４条第１項の規定に従い、諮問
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された内容を報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどして公告し、広く意

見の募集を行うことといたします。 

 本件に関する意見招請は、本年１２月１９日火曜日から来年１月２２日月曜日までと

いたしますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○谷川分科会長代理 ありがとうございました。 

 それでは、その旨、決定することといたします。 

 以上で本日の審議は終了いたしました。委員の皆様から何かございますでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局から何かございますか。 

○事務局（坂平） 事務局です。 

 次回の郵政行政分科会につきましては、別途、御連絡を差し上げますので、皆様方よ

ろしくお願いいたします。 

 なお、本日は審議開始後２名の委員にも御参加をいただきまして、予定どおり委員

７名中６名の委員の御出席により審議を行いましたので、その旨、申し添えます。 

 事務局からは以上です。 

○谷川分科会長代理 ありがとうございます。 

 それでは、本日の会議を終了いたします。御協力ありがとうございました。 

 

閉 会 


